
議案第５２号

令和５年度川崎市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

業務の予定量は、次のとおりとする。

病床数、年間患者数及び１日平均患者数
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主要な建設改良事業

294,516

千円

(2)

1,160,941

千円

外 来

647,174

入 院

1,2122,586

40

合 計

１日平均患者数

397,738

結 核 病 床

105,774

152,118

12

年 間 患 者 数

精 神 病 床 38

病床数（許可）

1,382

川崎病院

38

1,472
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－

感染症病床

663一 般 病 床

多摩病院

－
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－

40

376383

－

376

－

千円

748

－

令和５年度　　川崎市病院事業会計予算

（総　　則）

第１条

第２条

498

井田病院

千円

（業務の予定量）

ウ

713

入 院 182,099 109,865

(1)

ア

289

626

3,956,375

1,087

外 来

166,879

イ

200,540

300

801,327医 療 器 械 整 備 事 業

資 産 購 入 費

ア

イ

ウ

施 設 改 良 工 事

病 院 施 設 整 備 事 業

エ

（病　1）
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収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

第 ３ 項

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

第 ３ 項

第 ４ 項

のとする。）。

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

第 ３ 項

第 ４ 項

第 ５ 項

2

2,133,054

2 千円

千円

千円

（資本的収入及び支出）

10,000

第４条

千円

千円

調整額 35,274千円並びに過年度分損益勘定留保資金 2,360,501千円で補てんするも

収　　　　　　　入

千円

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支

5,521,047

千円

38,322,229

医 業 収 益

医 業 外 費 用

38,790,528

病 院 事 業 費 用

医 業 外 収 益

第３条

千円特 別 利 益

8,043,560

千円39,742,563

5,910,500

特 別 損 失

32,425,639

754,576

出額に対し不足する額 2,395,775千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

千円

病 院 事 業 収 益

医 業 費 用

収　　　　　　　入

375,543

（収益的収入及び支出）

187,459

病院事業資本的収入

千円

予 備 費

千円

2

千円

支　　　　　　　出

千円

寄 附 金

企 業 債

千円固定資産売却代金

補 助 金

負 担 金

（病　2）

第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

千円

1,774,187 千円

井田病院
ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業経費

多摩病院
２階病理検査室換気設備改修工事

令和６年度 千円

4,353,813

限　 度　 額

千円

千円

2,393,939

期　　間

千円

令和６年度から
令和20年度まで

川崎病院
エネルギーサービス事業経費

川崎病院
建築物改修計画策定及び劣化状況調査
業務委託

令和６年度

259,804

支　　　　　　　出

事業者が保証したシステ
ム効率の５％増を基準値
として、年間の実績値が
基準値を上回った場合、
省エネルギーとなったエ
ネルギー消費量に相当す
る光熱水費の半額

建 設 改 良 費

第５条

6,085,522

令和６年度から
令和14年度まで

令和５年度
医療器械保守業務経費

病院事業資本的支出

（債務負担行為）

企 業 債 償 還 金

川崎病院
医療機能再編整備事業経費

令和６年度

令和６年度から
令和８年度まで

事　　　　　　　　　　項

川崎病院
救命救急センター新築工事事業経費

令和６年度から
令和８年度まで

10,439,335

46,813

千円

87,252 千円

6,888 千円

（病　3）
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第 １ 款

第 １ 項

第 ２ 項

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

川崎病院
エネルギーサービス事業経費(保守）

令和６年度から
令和20年度まで

1,746,560 千円

10,439,335

46,813

千円

6,888 千円

千円

令和６年度

令和６年度から
令和８年度まで

令和６年度から
令和８年度まで

事　　　　　　　　　　項

川崎病院
救命救急センター新築工事事業経費

川崎病院
医療機能再編整備事業経費

令和６年度から
令和14年度まで

令和５年度
医療器械保守業務経費

病院事業資本的支出

（債務負担行為）

企 業 債 償 還 金

支　　　　　　　出

事業者が保証したシステ
ム効率の５％増を基準値
として、年間の実績値が
基準値を上回った場合、
省エネルギーとなったエ
ネルギー消費量に相当す
る光熱水費の半額

建 設 改 良 費

第５条

6,085,522

令和６年度から
令和20年度まで

川崎病院
エネルギーサービス事業経費

川崎病院
建築物改修計画策定及び劣化状況調査
業務委託

令和６年度

259,804 千円

期　　間

千円

4,353,813

限　 度　 額

千円

千円

2,393,939

87,252

多摩病院
２階病理検査室換気設備改修工事

令和６年度

千円

1,774,187 千円

井田病院
ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業経費

－9－
（病　3)



 

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

年 ％

1

一時借入金の限度額は、11,000,000千円と定める。

定める。

の流用

ばならない。

5,910,500

千円

17,785,050

（企 業 債）

（たな卸資産購入限度額）

限 度 額

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと第８条

（一時借入金）

病 院 事 業

起 債 の 方 法起 債 の 目 的

第６条

職 員 給 与 費

(1)

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間

第９条

(2)

第10条

(1)

たな卸資産の購入限度額は、8,650,019千円と定める。

千円

千円

2,104

利  率

ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後
の年度における利
率とする。

償 還 の 方 法

借入れの日から30
か年以内（据置期
間を含む。）に償
還する。ただし、
企業財政の都合に
より繰上償還、償
還年限の短縮また
は本議決の範囲内
で借換えすること
ができる。

5.0

し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

政府資金、銀行そ
の他から普通貸借
または証券発行
(他の地方公共団
体との共同発行を
含む。)による。
起債の時期は当該
年度とする。ただ
し、事業進ちょく
または財政その他
の都合により、全
部または一部を翌
年度へ繰越して起
債することができ
る。

以 内

交 際 費

（病　4）

1 取得する資産 磁気共鳴断層撮影装置

令 和 ５ １３日提出

　福　田　紀　彦川崎市長

年 ２ 月

１式

（重要な資産の取得及び処分）

第11条

種  類

重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

数量

器 械 備 品

名　　　　称

（病　5）
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起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

年 ％

1

一時借入金の限度額は、11,000,000千円と定める。

定める。

の流用

ばならない。

5,910,500

千円

17,785,050

（企 業 債）

（たな卸資産購入限度額）

限 度 額

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと第８条

（一時借入金）

病 院 事 業

起 債 の 方 法起 債 の 目 的

第６条

職 員 給 与 費

(1)

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費用の間

第９条

(2)

第10条

(1)

たな卸資産の購入限度額は、8,650,019千円と定める。

千円

千円

2,104

利  率

ただし、利率見直
し方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後
の年度における利
率とする。

償 還 の 方 法

借入れの日から30
か年以内（据置期
間を含む。）に償
還する。ただし、
企業財政の都合に
より繰上償還、償
還年限の短縮また
は本議決の範囲内
で借換えすること
ができる。

5.0

し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

政府資金、銀行そ
の他から普通貸借
または証券発行
(他の地方公共団
体との共同発行を
含む。)による。
起債の時期は当該
年度とする。ただ
し、事業進ちょく
または財政その他
の都合により、全
部または一部を翌
年度へ繰越して起
債することができ
る。

以 内

交 際 費

（病　4）

1 取得する資産 磁気共鳴断層撮影装置

令 和 ５ １３日提出

　福　田　紀　彦川崎市長

年 ２ 月

１式

（重要な資産の取得及び処分）

第11条

種  類

重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

数量

器 械 備 品

名　　　　称

（病　5）
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